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Ⅰ．はじめに 

平成 22 年度中に全国の児童相談所で対応した

児童虐待の相談件数は、55,152件であった（宮城

県、福島県、仙台市を除く１））。この数値は、これ

まで最多の件数となっている。（厚生労働省2011） 

 出展：厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課「報道発表資

料『子ども虐待による死亡事例等の検証結果（第７次報告概

要）及び児童虐待相談対応件数等』」から抜粋 

図-1．児童相談所における児童虐待相談対応件数の推移 

 

児童相談所で受理する児童虐待相談の増加及

び問題の深刻化を受け、2000 年 11 月に「児童虐

待の防止等に関する法律」（平成12年 5月 24日法

律第82号）が施行され、児童虐待の早期発見・早

期対応と、被害を受けた児童の適切な保護を行う

こととなった。 

また、厚生労働省では、2007 年から毎年 11 月

を児童虐待防止推進月間２）と指定して、オレンジ

リボン運動３）を展開しているところである。 

このオレンジリボン運動の一環として、オレン

ジリボン自体の認知と児童虐待防止活動への理解

の獲得のため、全国の自治体でイベント等による

啓発活動が展開されている。 

東京都では、一昨年にあたる2009年 11月に子

育て中の親をターゲットとして、ローカルヒーロ

ー４）をメッセンジャーに起用したイベントを開催

した。 

そこで、2009年に引き続き昨年もローカルヒー

ローを起用したイベントを企画した。 

しかし、昨年の企画は、ターゲットを子育て中

の親からより辺縁へと広げ、戦略性を強めたもの

として実践した。 

Ⅱ．研究の背景 

１．法令の整備 

東京都児童相談センター（2009）によれば、児

童虐待対策に関する法令の経緯は、2000年に児童

虐待の防止等に関する法律が施行され、 

○児童虐待の定義（「身体的虐待」、「性的虐待」、

「ネグレクト」、「心理的虐待」） 

○住民の通告義務 

○立入調査 

○児童虐待の早期発見 

○警察官の援助 

が定められた。その後、順次の改正及び児童福祉

法の改正により、 

○通告義務の範囲の拡大 

○区市町村の役割の明確化 

○児童の安全確認義務 等 

が規定された。 

 

２．相談体制の拡充 

東京都では「子供自身や子育て家庭からのあら
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ゆる相談に応じる総合相談窓口（東京都福祉保健

局総務部総務課2009）として区市町村に「子供家

庭支援センター」の設置を進めている。 

子供家庭支援センターでは、要支援家庭サポー

ト（虐待家庭等に対する見守りサポート、虐待を

未然に防止するための虐待防止支援訪問）等の事

業を行っている。 

子供家庭支援センターの設置数は、2009年 4月

末現在で58区市町村となっている。 

 

３．実験的イベントの開催 

法令の整備及び相談体制の拡充にもかかわら

ず、児童虐待の対応件数が増加し続けている。そ

の原因が次の3点にあるとの仮説を定立した。 

 

(1)児童虐待発生抑止の困難性 

これは、「相談を引き出す対策は虐待の発見効

率の点で大きな限界がある。親たちがそれに反応

しなければ効力を発揮しない」（上野加代子2007）

からである。 

 

(2)オレンジリボン運動の低い認知度 

オレンジリボン運動は、アウェアネス・リボン

のひとつである。同じようなものにピンクリボン、

レッドリボン、ブルーリボン等がある。ピンクリ

ボン、レッドリボン、ブルーリボン等は、社会的

に相当の認知を獲得しているのに対し、児童虐待

防止のオレンジリボン運動は、一般にほとんど認

知されていない。 

 

(3)児童虐待を認知した第三者に望まれる行動

の周知が不十分 

1990 年代から始まった我が国での児童虐待問

題は、「親自身が子供時代に愛された経験が乏しい

ゆえに招来される未熟・攻撃的・依存的などの性

格上の問題、あるいは夫婦の不和などによる母親

の家庭内での孤立といった家族関係の問題とされ」

（上野）てきた。しかしながら、このような観点

からの児童虐待対策がその発生を十分に抑止し得

なかった。 

そこで、地域における子育て支援による児童虐

待の早期発見・早期対応が重要視されるに至り、

2004年の法改正により、通告の対象となる児童が

「児童虐待を受けた児童」から「児童虐待を受け

たと思われる児童」に拡大された（児童虐待の防

止等に関する法律第6条）。 

この通告義務は、地域の関係機関のみにとどま

らず住民一般にも及ぶ。したがって、虐待を受け

たと思われる児童を発見したものは誰でも児童相

談所等に通告する義務を負っている。 

このような通告義務があるにもかかわらず、通

告義務の存在を知らず、知っていたとしても通告

をためらう住民が多くいる。 

以上のような仮説に基づき、オレンジリボン運

動そのものの認知を高めるための方策として、ロ

ーカルヒーローを起用した啓発イベントを企画・

実施した。 

Ⅲ．研究の目的 

2009年に実施したイベントでは、ターゲット・

オーディエンスの設定にあたり、都内児童相談所

における児童虐待の年齢別相談対応状況をもとに

した。そこから、児童虐待の相談対応件数全体の

約 6割を占める「3歳から小学校6年生」５）まで

の子供を養育している保護者をターゲット・オー

ディエンスとして設定した。 

子育て中の保護者を単独で集めることは難し

い。そこで、3 歳から小学校 6 年生程度までの子

供を集めることにより、それに保護者が付き添っ

てくることを期待した。 

ターゲットの設定とともに重要となるのは、イ

ベントの内容及びメッセンジャーである。 

従来、自治体で多く行われてきた啓発イベント

は講演会やシンポジウムという形態をとっていた。

このようなイベントでは、参加者の多くが関係者

あるいはもともと関心の高い層に限られてしまっ

ていた。このことは厚生労働省も認識しており６）、

そういった形態にとらわれないイベントを推奨し

ている。 

そこで、2009年のイベントでは、従来のスタイ
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ルから大きく方針を転換し、より娯楽性を高めた

中に確実にメッセージを伝達できる手法を模索した。 

それが「ヒーローショー」であった。 

ヒーローショーにより、子供を集客における代

替的ターゲットとすることは、販促イベントなど

でもよく行われているところである。 

2009 年のイベントではその意図に沿った集客

を得ることができ、約5,000人を集めることに成

功し、ターゲットを意識したイベントにより、訴

求対象を絞った効率的な啓発活動を展開できるこ

とが実証された。 

一方、上述のように児童虐待は、親自身が子供

時代に愛された経験が乏しいゆえに招来される未

熟・攻撃的・依存的などの性格上の問題、あるい

は夫婦の不和などによる母親の家庭内での孤立と

いった家族関係の問題とされてきた。しかしなが

ら、このような観点からの児童虐待対策がその発

生を十分に抑止し得なかった。 

そこで、地域における子育て支援や見守りサポ

ートなどが重視されるに至った。 

児童虐待が家庭内の問題にとどまらず、地域コ

ミュニティの在り方にまで関心が広められてきた

ことを受け、児童虐待防止の啓発も子育て中の保

護者のみをターゲットにしているだけでは不十分

であると考えた。求められているのは、児童虐待

防止における地域コミュニティの気づきである。 

Ⅳ．研究の方法 

１．規範意識の変化 

従来の児童虐待対策が十分な成果を挙げるこ

とができなかったのはなぜか。 

児童虐待を家庭内の問題ととらえ、要支援家庭

に的を絞った施策が行われてきた。それが期待し

た成果を挙げることができなかったということは、

個別の家庭をターゲットとした施策だけでは限界

があるということである。その家庭を取り巻く環

境に働きかける必要がある。 

もちろん、要支援家庭に対する取組みも軽視す

べきものではない。予防プログラムの徹底、介入

制度の改善、被害者ケアと加害者更正の充実など、

あらゆる面において資源を投入すべき対策課題が

山積している。民間と行政の連携も決してスムー

ズであるとは言いがたい状況にある。 

しかし、児童虐待防止啓発という側面に限って

考えれば、子育て中の保護者に直接アプローチす

るよりも、地域的な広がりをもたせたアプローチ

が必要である。 

アメリカでは、「さまざまなタイプの子どもに

対する虐待や犯罪は、1990年代初頭から、ものに

よっては劇的に、減少し続けている」（フィンケル

ホー2010）。 

フィンケルホー（2010）によれば、性的虐待は

少なくとも 15 年間は着実に増加し続けたのち、

1990年はじめから減少しだした。性的虐待認知件

数は90年から2005年にかけて、51パーセント減

少した。 

身体的虐待認知件数も、追って 1990 年半ばに

は減少し始め、97 年から 2000 年にかけては特に

劇的に減少した。92 年から 05 年末までに、身体

的虐待認知件数は46パーセント減少した。 

これら一連の認知件数減少原因について、フィ

ンケルホーは次のように述べている。 

「社会的規範や人々の意識の変化において、社

会的介入従事者の増員がどの程度その原因になっ

ているのか、あるいは、そのような変化を反映し

て増員されただけなのかは、判じがたい。しかし、

今でも起り続けている広汎な変化を説明しようと

するとき、広範に起っている規範の転換を勘定に

入れずにすべては従事者の活動が原因だとするの

は間違いであろう。（中略）こういったことすべて

が、何が容認すべき行動でどのようなことが子ど

もの安全に関して成人が守るべき基準なのかにつ

いての規範や態度──潜在的虐待者にも加害者に

目を光らせる者にも影響を及ぼす規範──の変化

に寄与してきたのであろう。」 

児童虐待相談対応件数の増加は、この規範・習

慣の変化説から予測することもできる。フィンケ

ルホー（2009）では、この「変化から予測される

パターンは、実際に被害として（そしてその他の

問題として）捉える閾値が低下すると同時に、当
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局への被害通報が増加する」としている。つまり、

かつては容認されたり見て見ぬ振りをされたり、

ささいなこととされてきた行動が重大な加害とみ

なされるようになった。そして、「認識を高めた

人々は、認識を高めた子どもを含め、すぐにぴん

ときて被害を通報するということも考えられる。」

のである。また、児童虐待として捉えられる行動

の範囲が拡大されてきたことも相談件数の増加に

つながっているであろう。特にネグレクトにおい

てその傾向が顕著である。例を挙げると、パート

ナーが児童虐待を行っているのを認知していなが

ら、それを制止したり通告したりしようとしない

こともネグレクトであると考えられるようになっ

ている。 

 

２．ターゲットとチャネル設定 

規範の変化を起こさせるためには、認識が必要

である。 

認識を形成するチャネルはさまざまあるが、経

験を通じたコミュニケーションが効果的である。

その代表的なチャネルがイベントである。 

イベントは、「『経験共有の場づくり』の強力な

手段」である（小坂 1998）。そして、経験共有の

度合いが大きければ大きいほどイベントを通じて

はかられるコミュニケーションも強くなる。 

また、イベントは、「公共機関の職員にとって

は直接体験と実践の機会であり、市民との強い絆

を作ることができる」（コトラー2007）。イベント

は、主催者である自治体職員にとっても地域住民

とのコミュニケーションを図ることができる機会

として重要な施策のひとつである。 

イベントというチャネルを選択し、より広範な

層に認識をもたせるという目的を設定した場合、

重要となるのがターゲットの選択である。 

福祉系のイベントの場合、とかく「支援する側」

と「支援される側」にターゲットを二分しがちで

ある。両者の区別をまったく取り払ってしまうと、

イベントのターゲットが曖昧となり、イベントの

目的が見えにくくなってしまう。ここで言いたい

ことは、支援する側と支援される側を区別しすぎ

ると、福祉に従事する者が陥りやすい過ちが生ず

る可能性がある。 

支援する側とされる側に「区別」することは、

支援者側が意識するしないに関わらず「差別」を

生む可能性を否定できない。 

臨済録に次の一節がある。 

 約山見處、勿嫌底法。 

 你若愛聖、聖者聖之名。 

口語訳すると「わしの見地からすれば、すべて

のものに嫌うべきものはない。君たちが、もし（凡

を嫌って）聖なるものを愛したとしても、聖とは

聖という名にすぎない。」という意味になる（入矢

義高1989）。 

偏見を持たず、あるがままに見ろという教えで

ある。 

福祉系の活動は、本来、ハイリスクグループを

ターゲットとするはずのものである。ハイリスク

グループとは、予防活動を展開する際に重点的に

介入すべきターゲットのことを意味するのであり、

危険だから排除しさえすればそのリスクが消滅し、

万事安泰ということではない。 

このことは、マイノリティ７）グループも同様で

ある。 

ハイリスクグループあるいはマイノリティグ

ループを啓発のターゲットとすることは、行政に

おける従来型の啓発活動ではあまり多く行われて

こなかった。たとえば、ＨＩＶ感染の予防に関す

る啓発では、最もハイリスクであると考えられる

男性同性愛者の層に対して直接働きかけることを

避け、マジョリティとされている異性愛者に対し

てＨＩＶの恐怖や感染防止に関する知識の啓発が

行われてきた。このことは、かえってゲイに対す

る偏見や恐怖感を形成し、ゲイを社会的に排除す

るかのような動きにつながった。（現在ではゲイを

ターゲットとした啓発が積極的に行われている。８）） 

マイノリティやハイリスクグループを積極的

に取込んだソーシャル・マーケティングの例とし

ては、シカゴ警察が実践している巡回区域での集

会がある。「市内の比較的狭い地域を担当する警察

官が巡回チームを構成し、どの区域でも月に一度、
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巡回チームと一般市民との集会を開いている。こ

の集会には、青年グループや暴走族のような集団

からも代表者が出席している。（中略）この種のイ

ベントは一般市民の警察に対する信頼感を強め、

犯罪発生率を著しく減少させている。」（コトラー） 

ハイリスクグループやマイノリティを排除せ

ず、むしろ積極的に取り込んでいくことが意識の

形成を図る上で重要である。 

 

３．経験共有と「和」 

さらに、イベントが経験共有の場であるという

特性を生かし、異質な層のコミュニケーションを

促進することができる。 

「和をもって貴しとなす」というのは、日本人

によく知られた言葉である。 

これは、聖徳太子の「十七条憲法」の第1条冒

頭部分である。この文の理解として多いのは、「と

にかくカドを立てないで仲良くするのが一番大切」

といった意味であろう。 

しかし、この第 1 条は、末尾の第 17 条と対を

なして初めて本当の意味を理解することができる。 

第 17条は、「重大なことがらはひとりで決定し

てはならない。必ず多くの人々とともに議論すべ

きである。（重大なことがらは）多くの人々と共に

論じ、是非を検討してゆくならば、その結論は道

理にかなうものになろう」ということを説いている。 

このことは、議論をウヤムヤにして表面上の一

致のみを求めるいわゆる「空気の支配」や同調圧

力に対しては、最も批判的な立場が示されている。

すなわち、異質なものを排除して表面的に同質で

あることを求めるのが「和」であるとは言ってい

ない。 

このような和の思想を現代に実践できるのも

「経験共有の場」としてのイベントの効用である。 

Ⅴ．研究の結果 

１．オタクは危険か 

現代における異質なものの代表的な例として

挙げられるものに「オタク」９）がある。 

オタクは、宮崎勤による東京・埼玉連続幼女誘

拐殺人事件により決定的に悪印象を植え付けられ

た。 

この事件は、宮崎がいわゆるロリコン・ホラー

マニアであったと報道されたことから、同じよう

な趣味を持つ者に対して強い偏見が生じた。 

特に、宮崎が殺害後の幼女をビデオカメラで撮

影、これらを膨大な数に及んだコレクション・ビ

デオテープの中に隠し持っていたということがセ

ンセーショナルに報道された。 

各メディアとも宮崎の異常性の見られる性格

を強調した報道を行った結果、同傾向の見られる

男性に対する、あからさまな社会的嫌悪感が形成

された。 

当時から現在に至るまで、オタク文化には幼女

を対象に据えた作品が少なくない。宮崎による事

件がきっかけとなり、「オタク＝ロリコン 10）＝性

犯罪者」という偏見が強く形成されることとなっ

た。 

幼女を対象とした事件は、メディアによりセン

セーショナルに報道され、社会に大きな衝撃を与

える。そのため、そのような事件が多く発生して

おり、その犯人がおしなべてオタクであるという

認識が植え付けられることとなる。 

しかし、性犯罪者の中にオタクが占める割合が

有意であることを示すエビデンスを発見すること

はできない。 

オタクに犯罪親和性がないこと、もし犯罪親和

性があったとしてもハイリスクグループとして啓

発のターゲットから排除する理由はまったくない。 

むしろ、オタクも地域社会の一員であることか

ら、児童虐待問題の当事者として考えるべき対象

である。 

オタクに限らず、幼女趣味を持つ者に対して、

それを嫌悪する者が幼女趣味の存在を否認し、そ

れ自体を消し去ろうとすることは問題の解決にな

らない。幼女趣味が単なる物としての存在ではな

く精神作用の産物であることから、それを他人が

消し去ることは不可能である。 

幼女趣味が性的虐待のハイリスクグループで

あることは否めない。そうであれば、なおさら啓
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発のターゲットに据える必要がある。幼女趣味自

体を葬り去ることは難しいのであるから、「僕は幼

女が好きです。だから子供を傷つけない。」という

自己コントロールに基づいた規範意識を形成させ

る必要がある。 

 

２．秋葉原は危険か 

オタクは、アニメーションやコミックと切り離

すことができない。そして、それらの最も盛んな

地域といえば秋葉原である。 

ところが、秋葉原にもオタクに対するものと同

様の偏見が強く存在する。 

それは、2008年に発生した「秋葉原無差別殺傷

事件」の影響である。 

この事件は、2008年 6月8日に東京都千代田区

外神田（秋葉原）で発生した通り魔事件で、7 人

が死亡、10人が負傷した。 

事件の概要は、2008年 6月 8日秋葉原の交差点

で、2 トントラックが赤信号を無視して突入、青

信号を横断中の歩行者5人をはねとばした。 

このトラックは交差点を過ぎて対向車線で信

号待ちをしていたタクシーと接触して停車したが、

トラックを運転していた男は車を降りた後、道路

に倒れこむ被害者の救護にかけつけた通行人・警

察官ら14人を、所持していた両刃のダガーナイフ

で立て続けに殺傷した。 

さらに、この男は奇声を上げながら周囲の通行

人を次々に刺して逃走したが、最後は警察官が拳

銃の銃口を男に対して向け、ダガーナイフを捨て

るよう警告し、男がそれに応じナイフを捨てたと

ころを現行犯逮捕した。 

事件現場が秋葉原であったことから、アニメの

街、秋葉原は一転して危険な場所という認識が広

まった。アニメの街というイメージと結びついて

オタクも危険な存在であるという偏見も生じた。 

しかし、この事件の犯人は、犯行当時、静岡県

内の工場で派遣社員として働いていたもので、秋

葉原とのつながりは薄い。また、犯人は逮捕後「生

活に疲れた。世の中が嫌になった。人を殺すため

に秋葉原に来た。誰でもよかった」などと犯行の

動機を供述している。 

犯人がオタクであったとの報道もなく、秋葉原

という場所が選定されたのも単に人が多く集まる

場所であるということであると考えられることか

ら、オタクと秋葉原という地域性には本件との関

わりがないと言える。 

オタクにもともとあった偏見に加え、この事件

があまりにも衝撃的であったことからオタクには

二重の偏見が生じた。 

このような地域的あるいは属人的な偏見を払

拭することも目的の一つに据え、イベント会場を

秋葉原とした。 

 

３．秋葉原らしさ活用 

秋葉原は、アニメの街としての顔を持つが、も

うひとつの側面に「メイド喫茶」11)が集中してい

るという特質がある。2011年 1月現在、秋葉原地

区にあるメイド及びコスプレ系店舗数は、69にの

ぼる 12）。 

秋葉原には、アニメ、メイド喫茶といったカル

チャーがあり、さらに「二次元」と謂われるアニ

メを三次元（現実）の世界に持込んだアニメスタ

イルの着ぐるみを愛好するグループがある。これ

らのグループに属する人を「ドーラー」13)と呼ぶ

こともある。 

このような秋葉原に特有のカルチャーを先鋭

化したサブカルチャーを実現しているグループが

ある。「青風亭」14)というメイド喫茶がそれである。

写真１） 
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写真-1．青風亭のドーラー 

青風亭は、不定期に開店するメイド喫茶である

が、特筆すべき点は、接客に当たるメイドがアニ

メスタイルの着ぐるみであるというところにある。 

秋葉原「らしさ」を凝縮したような着ぐるみメ

イドであるが、これもまたマイノリティであると

いえる。こういったマイノリティを福祉系啓発イ

ベントに巻き込むことで、彼女（あえて「彼女」

と言おう。）らに、マイノリティであるが故に役に

立つことがあるという自己肯定感を感じてもらう

とともに、彼女らのコミュニティ内における口コ

ミ伝搬という波及効果を期待した。 

また、彼女たちにはアイキャッチャーとしての

効果も期待した。この意図が的中し、彼女たちの

姿に通行人が目と足を止め、彼女たちが配布する

グッズを手に取っていた。そのため、用意してい

た6,000個の啓発グッズは、予定を大幅に上回る

早さで配布を終了することができた。 

 

４．官学連携 

昨年のイベントでは、もうひとつの取組みを模

索した。それが官学の連携である。 

東京都新宿区内に所在する東京富士大学は、経

営学部経営学科内にイベントプロデュースコース

を設置している。イベントプロデュースコースが

設けられている大学は、希有な存在であり、先進

的な取組みである。 

本イベントでは、同大学の小坂善治郎、岡星竜

美両教授の協力を得て、イベントプロデュースコ

ースでイベントを学ぶ学生の実践の場として

写真２．ドーラーメイドと東京富士大学の学生 

活用していただいた。（写真２） 

この連携では、学生にイベントの実際を肌で感

じてもらうことはもとより、福祉系ではない学生

に福祉との関わりをもってもらい、経験を通じた

認識を形成して欲しいという目的もあった。 

さらに、イベントの主役であるローカルヒーロ

ーやドーラーなど異質なカルチャーとの関わりが、

将来、イベント制作に携わる際に役立つであろう

チャネル数の向上にも寄与できるものと考えた。 

イベントに関わった学生からは、「社会的なテ

ーマの啓発には“イベント”が重要な役割を果た

せることを実感したとともに、そのようなイベン

トにボランティアとして参加できたことに満足感

を得ました」、「“イベント”を体験しながら社会貢

献活動に携われ、アルバイトとは違う、お金では

得られないものを得られた気がします」、「寒かっ

たけど、東京都の方や秋葉原ＵＤＸの方と一緒に

なってこのイベントを作り上げている、と云う充

実感が気持ちいいです」といった声が聞かれた 15）。 

また、ドーラーとの交流には、「カルチャーシ

ョックでした。」という感想を聞くことができた。 

 

５．職員の経験共有 

カルチャーショックを与えたのは学生に対し

てだけではない。イベントに従事した東京都の職

員に対しても貴重な経験となった。 

東京都の職員は、事務職でありイベント運営に

直接関わることはあまりない。福祉系の事務に携

わる職員であればなおさらである。 

事務職である東京都の職員が、イベント運営に

直接携わり、集まった市民と触れ合い、ローカル

ヒーローの運営団体あるいはドーラーと接するこ

と、すなわち「経験共有」は、将来にわたる行政

運営に役立つものとなる。 

Ⅵ．研究の考察 

１．ハイリスクグループを避けない 

オタクは、他人との交流を避ける傾向にあると

一般にいわれている。 
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しかし、オタク同士のコミュニティが形成され、

そこではコミュニケーションが図られている。 

オタクが他人との交流を避けているのではな

く、オタクを理解できない非オタク層がオタクを

自分たちのコミュニティから遠ざけているのでは

ないか。 

オタクのカルチャーは、非オタクには容易に理

解できるものではない。（オタクとの直接の関連で

はないが）それに幼女趣味というセクシュアリテ

ィが加わると、敬遠だけではなく嫌悪の対象にす

らなる。 

地域コミュニティから孤立しているオタクや、

幼女趣味という特異なセクシュアリティを持つ者

は、程度の差はあるがハイリスクグループである

といえる。 

行政が行う啓発活動は、対象がハイリスクであ

ればあるほど行政の側から対象に歩み寄って、積

極的に働きかける必要がある。「理解できない」こ

とは啓発の対象から除外する理由とはならない。 

 

２．場所の選定 

会場とした秋葉原は、警視庁の犯罪発生マップ 16）

を見ても粗暴犯の発生密度が高くなっている。し

かし、これはオタクによる犯罪が多いのではなく、

オタクを被害者とする「オタク狩り」17）の頻発に

よるものである。したがって、オタク自体が危険

な存在であるとはいえない。むしろ、それを対象

とするオタク狩りを行う者が危険を作り出してい

る。 

センセーショナルな事件の報道や犯罪発生密

度の高さなどから、秋葉原は危険な街であるとの

偏見をもたれている。このようにして形成された

「危険」のイメージは、秋葉原の実態を正しく反

映しているとはいえない。秋葉原でイベントを開

催するということは、秋葉原の安全性を訴求する

ことができるだけでなく、イベントのために配さ

れる自主警備員などの効果で周辺の潜在的な危険

を除去することができるという効果もある。 

 

３．学生に期待すること 

イベント学を学ぶ学生には、大規模な商業イベ

ントに偏向することなく、小規模のものにも積極

的に関わることを期待したい。小規模のイベント

には、予算など様々な制約が多く、その分企画の

善し悪しが大きく影響する。イベントプロデュー

サーの手腕が問われる。 

福祉の分野における啓発活動には、イベント手

法が活用できる場面が数多く存在する。ところが、

この分野は、啓発が重要な施策であるにもかかわ

らず、それを専門的に学んだ職員がいないという

問題がある。イベント学を学んだ学生が、行政の

中で啓発やイベントの企画・運営に携わることで、

より効果的な啓発が行えるであろう。 

 

４．マイノリティの活用 

今回、青風亭にイベントへの協力を願い出たと

ころ、代表者から快諾を得ることができた。アニ

メスタイルの着ぐるみを集客用の単なる「色物」

としてではなく、イベントのスタッフとして招い

たことが快諾の背景にあったものと考えられる。 

彼女たちは、自分たちがマイノリティであり万

人に理解してもらえるものではないことを十分承

知している。だからといって社会から孤立しよう

とは考えていない。社会に受け入れられてしまっ

たのではサブカルチャーとして面白くないという

考えもあるが、受け入れられるかどうかは別とし

て、自分たちのカルチャーが何らかの形で社会に

有益な活動を提供できる場を求めているといって

いいであろう。 

彼女たちの活動は、実に真摯なものであった。 

予定では、５体の着ぐるみが交代でグリーティ

ングに従事することとなっていた。ところが、イ

ベントの開始から終了まで、ほぼ通しに近い形で

５体がグリーティングに従事していた。着ぐるみ

を着けた状態で長時間活動するのは、想像以上に

体力的に厳しいものである。それにもかかわらず、

あえて長時間にわたる活動を自主的に行ったとい

うことには、何らかの動機があったとみるべきで

ある。 

当日、彼女たちには、青風亭の宣伝活動は遠慮
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していただいた。したがって、営業が動機とはな

っていない。すると、動機として考えられるのは、

「自分たちの活動が社会に役立つ有意義なもので

ある。」という自己肯定感であろう。 

マイノリティがマイノリティであるが故に自

己肯定感を感じられる場を提供できるのもイベン

トの利点である。 

 

５．サブテーマで期待したこと 

今回のイベントのメインテーマは、児童虐待防

止である。しかし、それにも増して重きを置いた

のがサブテーマである「異質なものとの交流」で

あった。 

メインテーマは、主に会場に集まったターゲッ

ト・オーディエンス向けであるが、サブテーマは、

イベントに従事している東京都職員向けである。 

イベントは、経験共有の場つくりの有力な手段

である。経験共有の度合いが高ければ高いほど、

イベントを通じて図られるコミュニケーションも

強くなっていく。 

自治体職員がサブカルチャーに直に触れる機

会は少ない。オーディエンスとしてサブカルチャ

ーに触れる（眺める）ことは比較的容易である。

しかし、そのサブカルチャーの担い手と直に触れ

合い、イベントという場で経験をともにすること

で得られるものは、オーディエンスとして触れた

場合と比較にならないくらい深く強いものである。 

イベントに携わった職員からは、学生と同様に

カルチャーショックであったという感想を聞くこ

とができた。これこそ、今回のイベントのサブテ

ーマとして設定した「異質なものとの交流」で目

指したものである。とかく視野が狭くなりがちな

自治体職員は、もっと多くのカルチャーショック

を経験することが望ましい。それが政策の企画・

立案に新しく柔軟な発想をもたらすこととなる。 

Ⅶ．今後の課題 

今回のイベントでは、オタクやドーラーといっ

たサブカルチャーとの交流を意図した企画を策定

した。 

自治体主催のイベントであるという特性から、

ハイリスクグループとの接触には問題が生じる場

合もある。本来、もっともハイリスクであると考

えられる犯罪と親和性のあるグループとの接触で

ある。犯罪とまでいかなくても反社会的な思想又

は活動を行っている団体・個人などとの接触も同

様である。 

最もハイリスクで何らかの支援や意識変容が

必要と考えられる層に、自治体として直接働きか

けることは、なかなか容易ではない。 

何らかの施策として関わることは、通常業務の

範囲内で可能である。しかし、イベントでこれら

の層と関わるのは、マジョリティからの批判に曝

される可能性が高い。それは、イベントが単なる

「お祭り」であるとの認識から生ずるものである

と考えられる。 

したがって、何らかのテーマをイベントを通じ

て訴求することはもとより、「イベントは単なる娯

楽ではない」こと及びイベントが「一回生起創造

事業」（小坂善治郎 2010）であることを啓発して

いく必要がある。 

 

【イベント概要】 

タイトル：子供を守れ！ローカルヒーロー首都

決戦2010 

日時：2010年 11月 7日（日曜日） 

午前11時 00分から午後4時 00分まで 

場所：秋葉原UDXビル 1階 UDXアキバ広場（千

代田区外神田一丁目14 番 1 号） 

主催：東京都福祉保健局 

出演者：パワーシティオーイタ（大分県） 

 超装甲ジオブレード（東京都） 

 幸戦隊コウタレンジャー（愛知県） 

 マブリットキバ（岩手県） 

 渦戦士エディー（徳島県） 

 超速戦士Ｇ－ＦＩＶＥ（群馬県） 

 Ｘリーグ（社会人アメリカンフットボ

ール協会）チアリーダー 

来場者数：約8,000人 
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注 

１）東日本大震災の影響による。 

２）児童虐待防止推進月間 

毎年 11 月の期間中に児童虐待防止のための

広報・啓発活動など種々な取組みを集中的に実

施することにより、家庭や学校、地域など社会

全般にわたり、児童虐待問題に対する深い関心

と理解が得られるよう、多くの民間団体や国・

地方公共団体など関係者の積極的な参加を求

め、恊働して児童虐待防止対策への取組みを推

進し、その充実を図るものである（厚生労働省

雇用均等・児童家庭局長通知「平成21年度『児

童虐待防止推進月間』の実施について（協力依

頼）」2009）。 

３）オレンジリボン運動 

ＮＰＯ法人児童虐待防止全国ネットワーク

が主唱している児童虐待防止運動の名称。 

４）ローカルヒーロー 

地域活性化や環境保護などを目的とし、地域

住民や地方自治体などにより作られたヒーロ

ー・キャラクターをいう。「ご当地ヒーロー」

という呼び方をされることもある。 

５）東京都児童相談センター（2009）による。 

６）厚生労働省（2009）による。 

７）マイノリティ 

 少数。少数派。（大辞泉、小学館） 

８）ＮＰＯ法人ぷれいす東京の活動に東京都が協

力 http://gf.ptokyo.com/actions/ 

９）オタク 

 あることに過度に熱中していること。また、

熱中している人。「アニメ─」（大辞泉） 

10）ロリコン 

「ロリータ・コンプレックス」の略。幼女・

少女にのみ性欲を感じる異常心理。少女ロリー

タを愛する男を描いた、ナボコフの小説「ロリ

ータ」による語。（大辞泉） 

11）メイド喫茶 

漫画やアニメを中心としたサブカルチャー

であるコスプレ系飲食店の一種。コスプレ系飲

食店とは、オタク文化を取り入れ、店員がコス

プレをして接客を行う飲食店である。喫茶店な

いしは居酒屋などを業態とする物が多い。特に

女性店員がメイドのコスプレを行って接客す

る喫茶店を特にメイド喫茶あるいはメイドカ

フェと呼ぶ。 

12）TAKATORAの日記から「秋葉原のメイド・コス

プレ喫茶&リフレの店舗数推移」による。 

http://d.hatena.ne.jp/TAKATORA/20110209/1

297264734、2011年 9月6日閲覧 

13）ドーラー(Doller) 

広義には、着ぐるみを演じる着用愛好家を指

す。特に、面の造形がアニメのキャラクターの

ようになっているアニメスタイルの着ぐるみ

に入る着用愛好家のことをドーラーと呼称す

る場合があり、本稿ではこの用法に従う。 

14）青風亭 

http://aokazetei.com/ 

15）東京富士大学のwebページによる。 

http://www.fuji.ac.jp/topics/orangeribbon

_hero2010.html、2011年 9月 6日閲覧 

16）警視庁犯罪発生マップ 

http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/tou

kei/yokushi/kushi/yoku_ks.htm?av17 

17）オタク狩り 

「オタク」と称される趣味層の者達に対して

行われる強盗行為をいう。アニメのDVDやキャ

ラクターグッズ、テレビゲームなどを好むオタ

クの若年男性が集まる秋葉原や日本橋（大阪市）

などの都市部で行われることが多い。 
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